
    
令和7年確定申告の際に必要な持参物リスト 

 

１、税務署から届いた税務書類 

 「確定申告のお知らせ」ハガキ又は文書  別紙① 

 予定納税の支払金額が分かるもの※所得税の予定納税と消費税の中間納付をした方 

→（「確定申告のお知らせ」ハガキにも金額の記載があります） 

 

２、「令和 5 年」『令和 6 年』の資料 

 確定申告書控（修正申告・更正の請求などをした方はその控） 

 決算書・収支内訳書控 ※事業・農業・不動産所得のある方 

 ＊前年 e-Tax した人はデータをお持ちください 

 

３、『本年分』の帳簿等 ※事業・農業・不動産所得のある方 

 決算書・収支内訳書 ※税務署から用紙は送付されません 

 減価償却資産を取得した明細書 

 通帳・各種帳簿・集計表や試算表 

 従業員の源泉徴収簿  ※専従者や従業員がいる方 

 源泉所得税の納付済領収書  ※  〃   

＊会計ソフトをご使用の方は会計ソフトとデータをお持ちください 

 

４、収入に関する証明書等 

 支払調書 ※報酬など源泉徴収された収入がある方 別紙② 

 給与所得の源泉徴収票  別紙③ 

 公的年金の源泉徴収票  ※公的年金額改定通知書ではありません 別紙④ 

 個人年金の支払年金額等のお知らせ 別紙⑤ 

 生命保険等の満期返戻金があった方は、収入金額及び必要経費の記載がある計算書 

 その他収入に関する証明書 ※特定口座年間取引報告書、事業用車両の売却に関す
る資料等 

 

５、控除に関する証明書等 

 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の年間支払額を証する書類 別紙⑥ 

※年度ではなく「1～12月分」の支払金額です 



 国民年金・国民年金基金の控除証明書 別紙⑦ 

 iDeCo 控除証明書 別紙⑧ 

 小規模企業共済払込証明書 別紙⑨ 

 生命保険料控除証明書 別紙⑩ 

 地震（損害）保険料控除証明書 別紙⑪ 

 配偶者の源泉徴収票※配偶者（特別）控除を受ける方 

 医療費控除の明細書※明細書の作成が必要（領収書の提出はできません） 

 寄付金控除証明書 別紙⑫ 

 住宅ローン残高証明書、別紙⑬ ＋（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計

算書 【控】  

※ 初年度は書類が多数ございますので事前にお問い合わせください 

 
 

 
６、その他 

 会計ソフトのデータ（※クラウド型会計ソフトをご利用の方は IDとパスワード） 

 金融機関名と口座番号が分かるもの ※還付申告の場合に必要になります 

 マイナンバーの添付書類（本人分） ※書面提出で申告をする方 

 申告書記載のご家族のマイナンバー（番号のみ） 

 マイナンバーカード本体及び署名用パスワード（大文字英数字 6～16桁以上）と利

用者証明用・入力補助用パスワード（数字４桁）（またはＩＤ・パスワード方式の届

出完了通知） ※e-Taxで申告をする方 

 国税庁 HPで作成した決算書データ（.data）と印刷した決算書（控用）及びデータ

入力の基となった決算書※決算書まで含めた e-Taxをする方 

 筆記用具、電卓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

①  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 



申告をする際は通知書では

なく源泉徴収票を使うこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こちらの書類では確定申告することはできません 

④ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申告する際は 

雑所得「その他」 

A 収入金額 

B 必要経費 

C 源泉所得税があれば

２表に忘れずに入力

（記載）すること 

生命保険による個人年金受取証明

⑤ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

注意点 

2 つの証明書は似ているが違うので注意 

上記は納付が完了しているもの 

下記は納付額を通知した書類 
 

申告では上記の 1 月～12 月まで支

払った額が確認できるものを使うこ

と！！ 
 
一般的な国民健康保険と後期高齢者

医療保険料の納入期は同じ。但し、

後期高齢者医療保険料は年金から差

し引かれることがあるので注意する

こと 
 
用紙で提出する場合、 

証明書は添付しなくても OK 

事業主の配偶者の後期高齢者医療保険料や介護保険料について 

配偶者の年金より差引されている場合は不可 現金で支払っている場合は可 

 

納入通知書は７月～翌年３月までなので証明書としては使えません 

国民年金控除証明書 ⑥ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配偶者の国民年金を事業主ではなく配偶

者の口座から引き落としをした場合、事

業主の控除になるか 

⇒控除できません！！ 

iDeCo の控除証明書 
 

申告書⑭小規模企業

緒・・の所に算入 

 

国民年金控除証明書 ⑦ 

⑧ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配偶者の契約の生命保険料を事業主の口

座から引き落としをした場合、事業主の

控除になるか 

⇒事業主の控除になります 

控除する場合は実際に 

払った人が控除対象！！ 

① 契約を「新」「旧」を確認して選択 

② 一般・介護・個人年金の額を入力 

小規模企業共済証明書 ⑨ 

⑩ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約期間が 5 年の場合、 

1 年ずつの額を入力すること  

たいてい証明書に記載があります 

ふるさと納税は寄付金控除の一部 

他にはユニセフや赤十字等があり、

その場合は税額控除を選択すること

も可能 どちらかを選択 

⑪ 

⑫ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住宅ローン控除を受ける方へ｜令和 7 年分 確定申告特集 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm 
 
 

住宅取得控除については 

1 年目  

2 年目以降提出書類が違うので注意 

 

2 年目以降は年末残高証明書があれ

ば可能 

 

⑬ 


